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組織力で勝ち取った勝利判決を糧に 

さらなる職場闘争を強化しよう！ 
7 月29 日、新場橋区民館において第14回分会定期大会が開催されました。 

大会冒頭、庭山執行委員長より「報復処分撤回裁判の勝利判決を勝ち取ることができた。裁判

所が会社の主張を退け、懲戒権の乱用を認めたことは、まさに会社による強引な処分攻撃が断罪

された事を意味する。この成果は非常に大きい。裁判闘争への明らかな妨害を意図した露骨な嫌

がらせが役員のみならず特定の組合員に対して集中したが、これに屈することなく堂々と闘いを

進めてきた。“こんなことを許してたまるか！”という怒りと熱意・行動力で勝ち取った判決で

ある。この成果に自信を持って、さらに職場における日常の闘いを強化していこう。」との挨拶

を受け、五十嵐議長の議事進行により向こう一年間の闘う方針を確立しました。 

 会社の強引な労務管理・社員管理は私たちだけにとどまりません。これに悩み苦しみながら止

むなく退職する者、さらには自ら命を断つという悲劇まで生み出している現実に、社員のモチベ

ーションは下がる一方ではないでしょうか？こうした現実を変えていく、職場を変えていくため

に「おかしいものはおかしい！」としっかり声を上げていくことが何よりも重要です。裁判闘争

を闘い抜いてきた組織力に自信を持って、職場の闘いをさらに強化していきます。 

なお、新役員体制は以下の通りです。一年間よろしくお願いします！  

執行委員長   庭山 義輝 

執行副委員長  内村 俊幸  西村 隆行 

書記長     斉藤 厚志 

執行委員     中村 雄二  今城 敬一  廣瀬 哲也  石倭 美一 

藪   秀一  鎌田 隆一  佐藤 正美   

会計監査    伊藤  均  佐々木英俊 

＊ 川野信三さんが退任されました。組織部長としての長い間のご奮闘、大変お疲れ様でした。 


